
 

 

 

 

案件１ 地方分権改革の推進に向けた取組について 
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地方分権改革の主な経緯 等 
 

平成２１年１１月 

１２月 

平成２２年 ６月 

 

平成２３年 ４月 

 

 ８月 

１１月 

平成２４年１１月 

平成２５年 ３月 

３月 

 ６月 

１２月 

平成２６年 ５月 

 

平成２６年～ 

平成２７年 １月 

      ６月 

地域主権戦略会議（議長：内閣総理大臣）発足 

「地方分権改革推進計画」閣議決定 

「地域主権戦略大綱」閣議決定 

 

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るため

の関係法律の整備に関する法律（第１次一括法）」成立 

「第２次一括法」成立 

「義務付け・枠付けの更なる見直しについて」閣議決定 

「地域主権推進大綱」閣議決定 

地方分権改革推進本部（本部長：内閣総理大臣）発足 

「義務付け・枠付けの第４次見直しについて」閣議決定 

「第３次一括法」成立 

「事務・権限の移譲等に関する見直し方針について」閣議決定 

「第４次一括法」成立 

 

地方分権改革に関する「提案募集方式」導入 

「平成２６年の地方からの提案等に関する対応方針」閣議決定 

「第５次一括法」成立 

（以後、令和６年までに、第６次～第１４次 一括法成立） 

 

 

 

令和６年 

    １２月２４日 

 

令和７年 

     ３月 ７日 

     ５月 ９日 

     ５月１６日 

＜第１５次一括法に関する国の動き＞ 

 

 

「令和６年の地方からの提案等に関する対応方針」閣議決定 

 

 

「第１５次一括法案」閣議決定 

「第１５次一括法」成立 

「第１５次一括法」公布 
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改正前 改正後

1

住民基本台帳法 住民基本台帳ニチテロヺキサシツマを利用
して本人確認情報の提供を受けることがで
きる事務を追加

－ － R7.8.16 － 不要 各所管所属において、必要に応じて対応を
検討していく。

収納課
子ども保健課
農業委員会事務局
資源循環推進課
都市づくり推進課
環境政策課

2

地方公共団体情報
サシツマ機構法

地方公共団体のサシツマ標準化等のため
の基金の設置期限を5年間延長
（令和7年度→令和12年度）

－ － R7.5.16 － 不要 基金の設置期限までに、全ての標準化対
象サシツマを標準準拠サシツマに移行す
る。

DX戦略室

3

地方自治法 条例公布時における首長の署名の方法に
電子署名を追加

－ － R7.5.16 － 未定 電子署名により代替して行う必要があるか
検討していく。
（※）電子署名を行うこととする場合は、高
槻市公告式条例を改正する必要がある。

法務オノトヱシ室

4

生活保護法 介護保険法の介護施設の届出を生活保護
法の介護機関の届出とみなす等の手続の
簡素化

－ － R8.4.1 － 不要 法令に基づき対応する。 生活福祉総務課
福祉指導課

第15次地方分権一括法中、本市対象外は以下のとおり
ヹ行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
ヹ地方独立行政法人法、産業競争力強化法
ヹ建築基準法

（１）第15次地方分権一括法（令和7年5月9日成立、令和7年5月16日公布）での法改正に係るもの

※本表は、本市に影響がある事項について、法ごとに改正概要や施行日、条例改正の要否などをまとめたものである

№ 被改正法律 改正概要
権限

施行日
経過措置
期限

所管部署
条例
改正等

対応状況等
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改正前 改正後

1

ヹ住民基本台帳法施
行規則
ヹ住民基本台帳法施
行規則及び住民基
本台帳の一部の写し
の閲覧並びに住民
票の写し等及び除票
の写し等の交付に関
する省令

転入届等の受付に「書かないロヱシテチフ
窓口」サシツマを導入した場合の届出者の
署名について、当該サシツマ上の電子コア
ヱによることを可能とする

－ － R7.3.31 - 不要 令和6年度に実施した窓口体験調査により
得られた課題の解決に向けて検討を行っ
ている。

市民課
ＤＸ戦略室

2

生活保護法 生活保護受給者が市外の有料老人ベヺマ
等に転出した場合の住所地特例による実
施責任の継続

－ － R7.4.1 - 不要 法令に基づき対応する。 生活福祉総務課
生活福祉支援課

対応状況等

（２）個別法令の改正に係るもの

※本表は、本市に影響がある主な事項について、法令ごとに改正概要や施行日、条例改正の要否などをまとめたものである

№
被改正
法令

改正概要
権限

施行日
経過措置
期限

所管部署
条例
改正等
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住驥宿泊事業法に関する事務の驜阪府からの移譲について 

 
１ ⺠泊の類型について 

⺠泊（各法律において施設の位骩付けは異なるが、一般的に住驥の全部又は一部を活用して宿泊サー
ビスを提供すること）を行う場合、驜阪府の区域では次の 3 つの法律のうち、いずれかの許可等を取
得する必要がある。 

根拠法 【1】旅館業法 
【2】国家戦略特別区域法 
（※本市は驅象区域外） 

【3】住驥宿泊事業法 

許可等 
許可 

（簡易宿所） 
認定 

（特区⺠泊） 
届出 

（住驥宿泊事業の⺠泊） 

形驋等 主に一居室を騴人数で使用 
主に外国人旅客の驏在に適し
た施設を一定期間で驔出し 

人の居住の用に供されている
家屋を宿泊用に提供 

住居専用
区域 

営業不可 営業可能 営業可能 

営業日数
制限 

制限なし 2 泊 3 日以上の驏在 年間宿泊日数 180 日以内 

所管 
(国) 

厚生労働省 
内閣府 

厚生労働省 
国土交髽省・観光體 

厚生労働省 
所管 

(府市) 
高騁市 

（保健所保健衛生課） 
驜阪府 

（特区推進課・環境衛生課） 
驜阪府 

（企画観光課・環境衛生課） 
 

２ 住驥宿泊事業法における⺠泊の実施制限について 
上記【3】の住驥宿泊事業法に関する事務は驜阪府が骇っているが、実施する期間や区域については、

住驥宿泊事業に起因する騒音の発生その騳の事象による生活環境の悪化を防止するため必要がある時、
合理的に必要と認められる限度において、条例で制限を設けることができる（法驝 18 条）。 

驜阪府との協議により驜阪府から事務移譲を受けることで、政令指定都市や骹核市などの保健所設
骩市は、驜阪府に驚わってこの事務を実施することができるようになり、市条例で制限を設けることが
できるようになる（法驝 68 条）。 

 
３ 住驥宿泊事業法に関する事務移譲について 

本市域において、住驥宿泊事業の適正な運営を確保し、⺠泊に起因する周辺住⺠への生活環境悪化等
の影響を未然防止するため、驜阪府から住驥宿泊事業に関する事務移譲の協議を進める。 

 
４ 事務移譲に関するスケジュール（予定）について 

時期 概要 
〜令和 7 年 10 月    

令和 7 年 11 月    
 

事務移譲に向けた引継ぎ等の協議 
驜阪府へ事務移譲に関する協議書を提出 

→驜阪府から事務移譲の同意 
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住宅宿泊事業法（抜粋） 

 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、我が国における観光旅客の宿泊をめぐる状況に鑑み、住宅宿泊事業を営む者

に係る届出制度並びに住宅宿泊管理業を営む者及び住宅宿泊仲介業を営む者に係る登録制度を

設ける等の措置を講ずることにより、これらの事業を営む者の業務の適正な運営を確保しつつ、

国内外からの観光旅客の宿泊に対する需要に的確に対応してこれらの者の来訪及び滞在を促進

し、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とする。 

 

第四節 雑則 

（条例による住宅宿泊事業の実施の制限） 

第十八条 都道府県（第六十八条第一項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務

を処理する保健所設置市等の区域にあっては、当該保健所設置市等）は、住宅宿泊事業に起因す

る騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止するため必要があるときは、合理的に

必要と認められる限度において、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、区域を

定めて、住宅宿泊事業を実施する期間を制限することができる。 

 

第五章 雑則 

（保健所設置市等及びその長による住宅宿泊事業等関係行政事務の処理） 

第六十八条 保健所設置市等及びその長は、当該保健所設置市等の区域内において、都道府県及び

都道府県知事に代わって住宅宿泊事業等関係行政事務（第二章（第三条第七項を除く。）及び第

三章の規定に基づく事務であって都道府県又は都道府県知事が処理することとされているもの

をいう。以下同じ。）を処理することができる。 

２ 保健所設置市等及びその長が前項の規定により住宅宿泊事業等関係行政事務を処理しようと

するときは、当該保健所設置市等の長は、あらかじめ、これを処理することについて、都道府県

知事と協議しなければならない。 

３ 前項の規定による協議をした保健所設置市等の長は、住宅宿泊事業等関係行政事務の処理を

開始する日の三十日前までに、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公

示しなければならない。 

４ 保健所設置市等及びその長が第一項の規定により住宅宿泊事業等関係行政事務を処理する場

合における住宅宿泊事業等関係行政事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令・厚生

労働省令で定める。 
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